
令和 6 年（2024 年）3 月 13 日 

総 務 企 画 委 員 会 

報 告 事 項 資 料 

総合経営部経営計画課 

 

 

令和６年（2024年）４月からの執行体制について 

 

１ 報告趣旨 

令和６年（2024年）４月に実施を予定している執行体制の変更について報告する。 

 

２ 報告内容 

（１）デジタル推進室 

ア 変更内容 

マイナンバーカードの普及が進んだことから、マイナンバーカードの普及促進のため配置した「マイナンバー

カード利活用推進担当主幹」を廃止し、デジタル推進室の所掌事項にマイナンバーカード関連業務を加える。 

イ 組織機構図 

現在 令和６年（2024年）４月 

  

 

 

マイナンバーカード利活用推進担当主幹 （兼務）

情 報 管 理 担 当 主 幹

デジタル基盤活用 担当 主幹

デ ジ タ ル 推 進 室 デ ジ タ ル 推 進 担 当 主 幹 デ ジ タ ル 推 進 室 デ ジ タ ル 推 進 担 当 主 幹

情 報 管 理 担 当 主 幹

デジタル基盤活用 担当 主幹

（ 廃 止 ）



（２）健康医療部 

ア 変更内容 

令和６年度（2024 年度）以降の新型コロナウイルスワクチン接種は、季節性インフルエンザと同じ予防接種

法のＢ類疾病となり、定期接種へ移行し業務が縮小することから、「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保

担当課長」を廃止する。 

なお、今後の新型コロナウイルスワクチンについては、他の予防接種とともに保健総務課が所掌する。 

イ 組織機構図 

現在 令和６年（2024年）４月 

  

 

 

（３）産業振興部 

ア 変更内容 

産業・観光分野での日本遺産活用を強化し、都内唯一の日本遺産としての賑わい創出や地域経済活性化に向け、

産業振興部に「日本遺産推進課」を設置し、課長は生涯学習スポーツ部日本遺産推進担当課長との併任とする。

これに合わせ、都市戦略部日本遺産推進担当課長を廃止する。 

※保健所

◇ 保 健 所 担 当 部 長 ※

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保担当課長

◇ ※

◇ ※

◇ ※

健 康 医 療 部 健 康 医 療 政 策 課

健康危機管理担当課長

成 人 健 診 課

保 険 年 金 課

大 横 保 健 福 祉 セ ン タ ー

看 護 専 門 学 校

東浅川保健福祉センター

南大沢保健福祉センター

看 護 専 門 学 校 総 務 課

保 健 総 務 課

生 活 衛 生 課

保 健 対 策 課

※保健所

◇ 保健所 担当 部長 ※

◇ ※

◇ ※

◇ ※

健 康 医 療 部 健 康 医 療 政 策 課

健康危機管理担当課長

成 人 健 診 課

保 険 年 金 課

大横保健福祉センター

看 護 専 門 学 校

東浅川保健福祉センター

南大沢保健福祉センター

看 護 専 門 学 校 総 務 課

保 健 総 務 課

生 活 衛 生 課

保 健 対 策 課

（ 廃 止 ）



なお、「文化財保存活用地域計画」に基づく日本遺産推進事業については、引き続き、生涯学習スポーツ部が

統括し事業を推進する。 

イ 組織機構図 

現在 令和６年（2024年）４月 

  

  

 

 

（４）都市計画部 

ア 変更内容 

都市計画に関する各種計画の進捗等が図られたことから、総合調整担当部長を廃止する。廃止後は都市計画部

長がその任を担う。 

  

（併任）

都 市 戦 略 部 都 市 戦 略 課

日本遺産推進担当課長

秘 書 課

広 報 プ ロ モ ー シ ョ ン 課

都 市 戦 略 部 都 市 戦 略 課

秘 書 課

広 報 プ ロ モ ー シ ョ ン 課

（ 廃 止 ）

（併任）

◇ 農林振興担当部長

◇

◇

ＭＩＣＥ推進担当課長

農 林 課

獣 害 対 策 課

産 業 振 興 部 日本遺産推進担当課長

産 業 振 興 推 進 課

観 光 課

◇ 農林振興担当部長

（併任）

◇

◇

産 業 振 興 推 進 課

ＭＩＣＥ推進担当課長

農 林 課

獣 害 対 策 課

産 業 振 興 部

観 光 課

日 本 遺 産 推 進 課



イ 組織機構図 

現在 令和６年（2024年）４月 

  

 

 

（５）拠点整備部 

ア 変更内容 

拠点整備部の事業進捗による各部長の所掌範囲の見直しに伴い、事業推進担当部長を廃止する。廃止後は拠点

整備部長がその任を担う。 

イ 組織機構図 

現在 令和６年（2024年）４月 

  

 

 

  

総合調整担当部長

交 通 企 画 課

都 市 計 画 部 都 市 総 務 課

土 地 利 用 計 画 課

都 市 計 画 課

（ 廃 止 ）

交 通 企 画 課

都 市 計 画 部 都 市 総 務 課

土 地 利 用 計 画 課

都 市 計 画 課

◇ 都市整備担当部長

◆ 事業推進担当部長 ◇

◇

◆

拠 点 整 備 部 市 街 地 活 性 課

市 街 地 整 備 課

都 市 整 備 課

区 画 整 理 課

集 い の 拠 点 整 備 課

◇ 都市整備担当部長

（ 廃 止 ） ◇

◇

集 い の 拠 点 整 備 課

拠 点 整 備 部 市 街 地 活 性 課

市 街 地 整 備 課

都 市 整 備 課

区 画 整 理 課



３ 施行日及び周知 

（１）施行日 

令和６年（2024年）４月１日 

（２）市民への周知 

広報はちおうじ４月１日号及びホームページで周知 

 


